
（様式第１号） 

秋田県特定職業訓練促進給付金 交付申請書 

 

                         令和 ８年 ５月１３日 

 （あて先）秋田県知事 

  申請者住所  秋田市山王３丁目１－１         

 

  申請者氏名  県庁 太郎               

 

 次のとおり、秋田県特定職業訓練促進給付金を受けたいので、令和８年度秋田県特定職

業訓練促進給付金支給要綱第８条に基づき必要書類を添えて交付申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の記載内容は事実に相違ないことを誓約します。 

 

 １ 申請者情報 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ２ 受講訓練情報 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 支給要件情報 

  （１）雇用保険の求職者給付を受給できないこと。 

 受給できない      ☐ 受給できる 

 

（２）申請者本人の交付申請日前１か月の間に得た収入は８万円以下であること。 

 ８万円以下である    ☐ ８万円を超えている 

 

【裏面も御記入ください】 

  フ リ ガ ナ 

１ 氏  名 

ケンチョウ タロウ 

県庁 太郎 

２ 生年月日  昭和 ・ 平成     １０ 年  ４ 月  １ 日 

３ 住  所 
 〒０１０－８５７２ 

  秋田市山王三丁目１－１ 

４ 電話番号  ０９０ （ １２３４ ） ５６７８ 

１ 実施機関名 
 株式会社○○ 、 秋田県立○○技術専門校 、 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構秋田支部 等 

２ 訓練科名  介護職員初任者研修科 

３ 対象となる 

支給単位期間 

 令和 ８年 ５ 月１４日 ～ 令和 ８年 ６月１３日 

※１か月単位での申請となります（例:始期 4/10 → 終期 5/9） 

ハローワークから発行を受けた受講推薦通知書または就職支

援計画書に記された内容を記入してください。 

交付申請する支給単位期間を記入してください。

５月１４日～７月１３日までの訓練の場合 

（初回申請時の支給単位期間）５/１４～６/１３ 

（次回申請時の支給単位期間）６/１４～７/１３

となります。 



（交付申請日前１か月の間に得た収入の状況） 

 

 

 
 
 

（３）求職者支援制度における職業訓練受講給付金の支給要件に該当しないこと。 

 支給要件に該当しない  ☐ 支給要件に該当する 

 

 

 

（※初回の交付申請を行う場合のみ、この欄について公共職業安定所の証明を受けてください。） 

上記の者に対して、職業相談窓口において求職者支援制度の職業訓練受講給付金に関する資料 

    を手交し、同給付金の支給要件について説明しました。                    

令和 ８年 ５月１３日 

公共職業安定所 窓口担当 

 

 

（注意事項） 

１ 以下の書類（１）～（５）が添付されているか確認してください。また、申請書の記載内容と 

各書類の内容が合致するようにしてください。 

なお、１つの訓練につき複数の交付申請を行う場合で、かつ支給要件情報について前回交付申 

請時から変更がない場合、２回目以降の交付申請時に（１）～（５）の書類の提出は不要です。 

（１）証明書の交付について（申請）（様式第３号） 

（２）本人確認書類の写し 

（３）対象訓練に係る受講推薦通知書又は就職支援計画書の写し 

（４）申請日前１か月の間に得た収入を証明する書類の写し 

（５）振込先口座の預金通帳の写し 

  ※詳細は「令和８年度秋田県特定職業訓練促進給付金申請要領」を参考としてください。 

２ 内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって秋田県特定職業訓練促進給付 

金を受けたり、又は受けようとしたときは、以後秋田県特定職業訓練促進給付金を受けることが 

できなくなるばかりでなく、不正受給した金額の返還を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処 

せられることがあります。 

 

【アンケートに御協力ください】 
 

Ｑ１．本給付金制度を知ったきっかけはなんですか？ 

☐ ハローワーク窓口  ☐ 県・市町村の広報誌  ☐ 県・市町村のホームページ 

☐ Google、Yahoo!  ☐ Instagram  ☐ 商業施設等に掲示されたチラシ等 

☐ その他（               ） 

 

Ｑ２．本給付金制度は職業訓練を受講するきっかけになりましたか？ 

  ☐ 大いになった  ☐ まあまあなった  ☐どちらともいえない 

  ☐ あまり影響はなかった  ☐ 影響はなかった 

種類 内容 金額 

就労収入 給与収入 ６０，０００ 円  

年金・手当等収入 児童手当（月額） １５，０００ 円 

その他収入 なし ０ 円   

確認印 印 

８万円を超えるか否かにかかわらず、全ての収入について記入してください。 

また、収入を証明する書類の写しを添付してください。 

通所手当や寄宿手当のみを受給する場合は、「支給要件に該当しない」を選択してください。 

 

求職者支援制度における職業訓練受講給付金の支給要件についてハロ

ーワークから説明を受け、その事実に関して証明を受けてください。 

初回申請時はアンケートに御協力ください。 



（様式第２号） 

秋田県特定職業訓練促進給付金 交付申請取下書 

 

                         令和 ８年 ５月１９日 

 

 （あて先）秋田県知事 

 

 

  申請者住所  秋田市山王３丁目１－１         

 

  申請者氏名  県庁 太郎               

 

 次のとおり、秋田県特定職業訓練促進給付金交付申請を取り下げるので、令和８年度秋

田県特定職業訓練促進給付金支給要綱第１０条の規定に基づき届け出ます。 

 

 １ 取り下げの理由 

 

（例１） 給付金の交付決定を受けた職業訓練自体が中止となったため。 

 

（例２）給付金の交付決定を受けた職業訓練を令和７年５月１９日付けで中途退校したた 

め。 

 

 

 

 ２ 交付決定している場合、交付決定年月日及び指令番号 

 

令和 ８年 ５月１７日付け 指令雇労－９９９９        

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号） 

  令和 ８年 ５月１３日  

   公共職業安定所長 様 

 

 

証明書の交付について（申請） 

  

              住  所  秋田市山王３丁目１－１ 

              氏  名  県庁 太郎 

              生年月日  昭和・平成  １０年 ４月 １日 

 

 

 秋田県特定職業訓練促進給付金の交付申請（提出先：秋田県産業労働部雇用労働政策課）

のため、下記についての証明書の交付を申請します。 

 

記 

 

証明事項 雇用保険被保険者の資格及び雇用保険の受給資格の有無に 

ついて 

 

 

（以下、公共職業安定所証明欄） 

 

証明日時点において、 

  （１）雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者で  ない ・ ある 

 

  （２）雇用保険法第１５条第１項に規定する受給資格者で ない ・ ある 

 

  （３）雇用保険法第３７条の３第２項に規定する受給資格者で ない ・ ある 

 

   上記について証明します。 

  

    令和   年   月   日 

 

                     公共職業安定所  

 

確認印 

この欄については、ハローワークの証明を受けてください。 

ハローワークの証明欄ですので 

何も記入しないでください。 



（様式第４号） 

秋田県特定職業訓練促進給付金 実績報告書 

 

                         令和  年  月  日 

 （あて先）秋田県知事 

 

  申請者住所                      
 

  申請者氏名                      

 

 次のとおり、給付金の交付決定を受けた訓練の支給単位期間を終了したので、令和８年

度秋田県特定職業訓練促進給付金支給要綱第１１条に基づき、報告します。 

 なお、この報告書の内容は、事実に相違ないことを誓約します。 

 

 １ 交付決定年月日及び指令番号 

    令和  年  月  日付け 指令雇労－       

 

 ２ 給付金交付決定額 

    金          円 

 

 ３ 交付対象の訓練及び支給単位期間 

訓練実施機関                    
 

訓練科名                      
 

支給単位期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

４ 交付対象の支給単位期間中における「秋田県特定職業訓練促進給付金交付申請書」

への記入内容からの変更点 

☐ 無   ☐ 有 

     （変更有の場合、その内容） 
 
       ☐ 雇用保険や職業訓練受講給付金の受給開始 
          （初回認定期間：                ） 

  ☐ 収入の増加 
     （増加後の収入額：               ） 

       ☐ 職業訓練の中退等 
          （中退等した日：                ） 

☐ その他（住所、氏名の変更等） 
          （                       ） 
 
 

【裏面の証明を受けてください】 



 ５ 訓練受講証明欄（訓練実施施設の記載欄） 

 

 

 

 

 月 

1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 月 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     29 30 31     

月   日（  ） 月   日（  ） 

時限 1 2 3 4 5 6  時限 1 2 3 4 5 6  

月   日（  ） 月   日（  ） 

時限 1 2 3 4 5 6  時限 1 2 3 4 5 6  

月   日（  ） 月   日（  ） 

時限 1 2 3 4 5 6  時限 1 2 3 4 5 6  

特記

事項 

（eラーニングコース等実施日が特定されていない科目を含む訓練の場合は、当該期間
における推奨訓練日程計画時間及び申請者が実際に受講した時間を記入ください） 

 

 

 
※カレンダーに該当する印を付けてください 
 ・職業訓練が行われなかった日  ＝印（取消線） 

  ・職業訓練の一部のみを受けた日 △印 
 ・職業訓練を受けなかった日   ×印 
※カレンダーに「△」印を付けた日は、時限毎の印を付けてください。 
・出席した時限         ○印 

 ・欠席した時限         ×印 
  ・遅刻した時限         ／印 
  ・早退した時限         ＼印 

   ・訓練を実施していない時限   ＝印（取消線） 

 

  （訓練実施施設の証明欄） 

上記「５ 訓練受講証明欄（訓練実施施設の記載欄）」の記載事実に誤りのない 

ことを証明する。 

     

令和   年   月   日 

 

      （訓練実施施設の長の職氏名） 

      （訓練実施施設の担当者名） 

（訓練実施施設の連絡先） 

 

 

  



（様式第５号） 

秋田県特定職業訓練促進給付金 請求書 

 

                         令和  年  月  日 

 （あて先）秋田県知事 

  （課名：雇用労働政策課） 

 

            債権者 

 住 所                       

 

  氏 名                       

 

電話番号                      

 

   次のとおり請求します。 

 

       請求金額             円 

 

経費の内訳    秋田県特定職業訓練促進給付金 

支払方法  口座振替払  

金融機関名     
銀行・金庫  

組合・農協  
本・支店名     

本店  

支店  

口座種別  

※○で囲む  
普通・当座・貯蓄  

口座番号  

※右詰め  
                     

口座名義  

※カタカナで  

記載  

   

摘要   本件の作成者及び連絡先：債権者に同じ 

 

 

 

 

 



（様式第６号） 

指令雇労 －    

                          令和 年 月  日 

  〒 

 

（申請者名） 様 

 

 

秋田県知事        印    

 

 

秋田県特定職業訓練促進給付金 交付決定通知書 

 

 

 令和 年  月  日付けで交付申請のありました秋田県特定職業訓練促進給付金につ

いて、次のとおり交付することに決定したので、令和８年度秋田県特定職業訓練促進給付

金支給要綱第９条第１項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 交付決定額  金           円 

２ 交付対象となる訓練 

及び支給単位期間 

訓練実施機関 

 

訓練科名 

 

支給単位期間 

 令和 年  月  日 ～ 令和 年  月  日 

３ 交付の条件 

・対象者は、令和８年度秋田県特定職業訓練促進給付金交付要 

綱に定める期日までに給付金実績報告書を提出すること。 

・上記のほか、申請内容の変更等が生じた場合は、速やかに知 

事に報告するとともに、必要な手続きを行うこと。 

・訓練日数の８割以上に出席していること。(「出席」とは訓練 

実施日の全てのカリキュラムに出席していることをいいま 

す。ただし、１実施日における２分の１以上に相当する部分 

を受講したものについては、１／２日出席として取り扱いま 

す。（支給単位期間ごとの出席日数計に端数が生じた場合は 

切捨計算します。)） 

 



（様式第７号） 

雇 労 －     

                          令和 年 月  日 

  〒 

 

（申請者名） 様 

 

 

秋田県知事        印    

 

 

秋田県特定職業訓練促進給付金 不交付決定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けで交付申請のありました秋田県特定職業訓練促進給付金に

ついて、次の理由により不交付とすることに決定したので、令和８年度秋田県特定職業訓

練促進給付金支給要綱第９条第１項の規定により通知します。 

 

 

１ 不交付とした理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第８号） 

指令雇労 －     

                          令和 年 月  日  

  〒 

 

（申請者名） 様 

 

 

秋田県知事        印    

 

 

秋田県特定職業訓練促進給付金 交付決定変更（取消）通知書 

 

 

 令和 年 月 日付け指令雇労 －   をもって通知した秋田県特定職業訓練促進給

付金の交付決定を次のとおり変更（取消し）することに決定しましたので、令和８年度秋

田県特定職業訓練促進給付金支給要綱第１２条第１項（第１６条第３項）の規定により通

知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 変更（取消し）の理由 

及び範囲 
 

２ 変更（取消し）後の交

付決定額 

 

金           円 

３ 交付の条件  



（様式第９号） 

秋田県特定職業訓練促進給付金 受給中止（廃止）承認申請書 

 

                         令和  年  月  日 

 

 （あて先）秋田県知事 

 

 

  申請者住所                      

 

  申請者氏名                      

 

 令和   年   月   日付け指令雇労 －       により交付決定を受け

た秋田県特定職業訓練促進給付金について、受給を中止（廃止）したいので、令和８年度

秋田県特定職業訓練促進給付金支給要綱第１６条第２項の規定に基づき申請します。 

 

 

 １ 補助金の名称 

   秋田県特定職業訓練促進給付金 

 

 

 

 ２ 交付決定額 

            円        

 

 

 

３ 中止（廃止）する部分 

 

 

 

４ 中止（廃止）する理由 

 

 

 

 


